
第一号議案 

定款の一部変更 

 

特定非営利活動促進法の一部改正により、定款に貸借対照表の公告およびその方法を規定

する必要があるので定款の一部変更を提案します。 

（変更前）定款第 49条  

この法人の公告は官報により行う。 

（変更後）定款第 49条 

この法人の公告は官報により行う。ただし法第 8条の２第 1項に規定する貸 

借対照表の公告については、この法人のホームページに掲載して行う。 

変更予定日：平成 29年７月２日 

＜参考：内閣府 NPOホームページより＞ 

 

 


